
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

六
九
六

○
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
九
六

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
介
護
扶
助
等
の
た
め
の
介
護
機
関
を
指
定
し
た
件

六
九
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

六
九
七

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出

が
あ
っ
た
件

六
九
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
者
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
件

六
九
八

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
九
八

○
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
に
よ
り
救
急
病
院
を
認
定
し
た
件

六
九
九

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
件
二
件

六
九
九

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件

六
九
九

公

告

○
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
件

六
九
九

規

則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
及
び
福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト

フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
七
十
九
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
（
平
成
三
十
年
福
島
県
条
例
第
六
十
三
号
。
た
だ
し
、
第

三
条
第
一
項
第
十
六
号
、
別
表
一
の
表
（
試
験
準
備
棟
の
部
に
限
る
。
）
及
び
同
表
二
の
表
（
試
験
準

備
棟
附
属
設
備
（
規
則
で
定
め
る
も
の
。
）
の
項
に
限
る
。
）
の
施
行
期
日
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月

二
十
五
日
と
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
）

福
島
県
規
則
第
八
十
号

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
ロ
ボ
ッ
ト
テ
ス
ト
フ
ィ
ー
ル
ド
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
規
則
第
五
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中
「
条
例
別
表
二
の
表
（
通
信
塔
附
属
設
備
（
規
則
で
定
め
る
も
の
。
）
の
項
に
限
る
。
）
」

を
「
条
例
別
表
二
の
表
」
に
改
め
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
九
条
関
係
）附

属
設
備
の
別

使
用
単
位

金
額

通
信
塔
附
属
設
備

空
域
監
視
装
置

一
式
一
回

八
、
九
〇
〇
円

気
象
観
測
装
置

一
式
一
回

一
四
、
七
〇
〇
円

試
験
準
備
棟
附
属
設
備

屋
外
大
型
モ
ニ
タ
シ

一
式
一
回

七
、
三
〇
〇
円

ス
テ
ム

３
Ｄ
モ
ー
シ
ョ
ン
キ
ャ

一
式
一
回

五
、
八
〇
〇
円

プ
チ
ャ
ー

映
像
記
録
シ
ス
テ
ム

一
式
一
回

四
、
九
〇
〇
円

高
速
度
カ
メ
ラ

一
式
一
回

四
、
六
〇
〇
円

投
光
機

一
式
一
回

四
〇
〇
円

発
電
機

一
式
一
回

四
〇
〇
円

被
災
者
模
擬
装
置

一
式
一
回

四
〇
〇
円

発
煙
模
擬
装
置

一
式
一
回

一
〇
〇
円

───────────────────────────────────────────────────────────
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備
考

使
用
単
位
の
欄
中
「
一
回
」
と
あ
る
の
は
、
条
例
別
表
一
の
備
考
に
規
定
す
る
午
前
、
午
後

又
は
夜
間
の
そ
れ
ぞ
れ
を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
十
二
月
二
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
産
業
創
出
課
ロ
ボ
ッ
ト
産
業
推
進
室
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
（
中
国
残

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立

の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居

宅
介
護
若
し
く
は
居
宅
介
護
支
援
計
画
の
作
成
、
福
祉
用
具
の
給
付
、
介
護
予
防
若
し
く
は
介
護
予
防

支
援
計
画
の
作
成
又
は
介
護
予
防
福
祉
用
具
の
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

ア
イ
ラ
ン
ド

須
賀
川
市
丸

ア
ポ
ロ
メ

東
京
都
豊
島
区
南

平
成
三
〇
年

居
宅
療
養

薬
局

丸
田

田
町
四
七
―

デ
ィ
カ
ル

大
塚
二
丁
目
四
五
―

九
月
一
日

管
理
指
導

店

一

ホ
ー
ル
デ
ィ

八

介
護
予

ン
グ
ス
株
式

防
居
宅
療

会
社

養
管
理
指

導

ア
イ
ラ
ン
ド

田
村
市
船
引

ア
ポ
ロ
メ

東
京
都
豊
島
区
南

同

居
宅
療
養

薬
局

船
引

町
船
引
字
馬

デ
ィ
カ
ル

大
塚
二
丁
目
四
五
―

日

管
理
指
導

店

場
六
二
―
一

ホ
ー
ル
デ
ィ

八

介
護
予

ン
グ
ス
株
式

防
居
宅
療

会
社

養
管
理
指

導

コ
ス
モ
調
剤

大
沼
郡
金
山

株
式
会
社
コ

郡
山
市
桑
野
三
丁

同

年

居
宅
療
養

薬
局
金
山
店

町
大
字
川
口

ス
モ
フ
ァ
ー

目
一
二
―
二

一
一
月
二
八

管
理
指
導

字
金
洗
道
下

マ

日

介
護
予

一
四
八
一
―

防
居
宅
療

三

養
管
理
指

導

ア
イ
ラ
ン
ド

西
白
河
郡
矢

ア
ポ
ロ
メ

東
京
都
豊
島
区
南

同

居
宅
療
養

薬
局

矢
吹

吹
町
本
町
二

デ
ィ
カ
ル

大
塚
二
丁
目
四
五
―

月
二
九

管
理
指
導

店

二
三
―
一

ホ
ー
ル
デ
ィ

八

日

介
護
予

ン
グ
ス
株
式

防
居
宅
療

会
社

養
管
理
指

導
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
八
百
九
十
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

名

称

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

そ
よ
風
薬
局
相
馬

共
創
未
来

相
馬

相
馬
市
新
沼
字
坪

株
式
会
社

東
京
都
世
田
谷
区

店

薬
局

ヶ
迫
九
八

フ
ァ
ー
マ

代
沢
五
丁
目
二
―

み
ら
い

一

フ
ァ
ー
マ
み
ら
い

共
創
未
来

相
馬

相
馬
市
中
村
字
塚

株
式
会
社

東
京
都
世
田
谷
区

相
馬
塚
田
薬
局

塚
田
薬
局

田
五
二
―
一

プ

フ
ァ
ー
マ

代
沢
五
丁
目
二
―

レ
シ
ャ
ス
桜
ヶ
丘

み
ら
い

一

一
Ｆ

ス
マ
イ
ル
薬
局
船

共
創
未
来

船
引

田
村
市
船
引
町
船

株
式
会
社

東
京
都
世
田
谷
区

引
店

薬
局

引
字
南
町
通
一
一

フ
ァ
ー
マ

代
沢
五
丁
目
二
―

七
―
二

み
ら
い

一
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マ
ル
イ
チ
平
和

マ
ル
イ
チ
牡
丹

須
賀
川
市
新
町
一

マ
ル
イ
チ

須
賀
川
市
新
町
一

一

牡
丹
タ
ク

一

シ
ー
株
式

会
社

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
所
の
所
在
地
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

所

の

所

在

地

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

名

称

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

Ｊ
Ｗ
Ｓ
陽
だ
ま
り

二
本
松
市
表
二
丁

二
本
松
市
表
二
丁

日
本
福
祉

二
本
松
市
表
二
丁

の
郷
訪
問
看
護
リ

目
七
八
七

オ
モ

目
七
七
二

サ
ー
ビ
ス

目
七
七
二

ハ
ビ
リ
ス
テ
ー
シ
ョ

テ
Ⅰ
―
二
〇
一
号

株
式
会
社

ンし
ゃ
く
な
げ
三
春

田
村
郡
三
春
町
字

田
村
郡
三
春
町
担

公
益
社
団

郡
山
市
本
町
一
丁

訪
問
看
護
ス
テ
ー

南
町
一

橋
一
丁
目
二
―
五

法
人

福

目
二
〇
―
二
四

シ
ョ
ン

島
県
看
護

協
会

指
定
居
宅
介
護
支

郡
山
市
御
前
南
三

郡
山
市
久
留
米
六

合
同
会
社

郡
山
市
久
留
米
六

援
事
業
所

そ
ら

丁
目
六

丁
目
七
六

大
山

そ
ら

丁
目
七
六

大
山

ビ
ル
一
号

ビ
ル
一
号

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
の
事
業
者
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事

業

者

の

名

称

事
業
者
の
主
た
る

事
業
所
の
名
称

事
業
所
の
所
在
地

事
務
所
の
所
在
地

変

更

前

変

更

後

マ
ル
イ
チ
牡
丹

須
賀
川
市
新
町
一
一

マ
ル
イ
チ
平

マ
ル
イ
チ
牡

須
賀
川
市
新
町
一

和
タ
ク
シ
ー

丹
タ
ク
シ
ー

一

有
限
会
社

株
式
会
社

（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
（
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十

四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
生
活
保
護
法
の
規
定
を
含
む
。
）
に
よ
り
、
次

の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
介
護
機
関
の
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

事
業
所
の

事
業
所
の

事
業
者
の

事
業
者
の
主
た
る

サ
ー
ビ
ス

廃
止
年
月
日

名

称

所
在
地

名

称

事
務
所
の
所
在
地

の
種
類

エ
ー
ル
薬

喜
多
方
市

株
式
会
社

郡
山
市
桑
野
三
丁

平
成
三
〇
年
一
〇
月

居
宅
療
養

局

喜
多

字
六
枚
長

メ
デ
ィ
カ

目
一
二
―
二

三
一
日

管
理
指
導

方
店

四
二
二

ル
愛

介
護
予

一
―
七

防
居
宅
療

養
管
理
指

導

有
限
会
社

耶
麻
郡
磐

有
限
会
社

耶
麻
郡
磐
梯
町
磐

同

年
八
月
三

居
宅
療
養

お
お
ぞ

梯
町
磐
梯

お
お
ぞ

梯
字
諏
訪
山
二
八

一
日

管
理
指
導

ら
薬
局

字
諏
訪
山

ら
薬
局

九
八
―
二
五

介
護
予

二
八
九

防
居
宅
療
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八
―
二
五

養
管
理
指

導
（
社
会
福
祉
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
三
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
病
院
を
平
成
三
十
年
十
二
月
十
五
日
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

名
称

所
在
地

認
定
有
効
期
限

福
島
西
部
病
院

福
島
市
東
中
央
三
―
一
五

平
成
三
三
年
一
二
月
一
四
日

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
四
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
片
草

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
を

行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
田

地
区
に
係
る
県
営
農
山
村
地
域
復
興
基
盤
総
合
整
備
事
業
（
農
地
整
備
事
業
（
経
営
体
育
成
型
）
）
を

行
う
た
め
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
。
こ
の
決
定
に
係
る
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す

る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
三
十
年
十
二
月
十
九
日
か
ら
（
二
十
日
間
）

平
成
三
十
一
年
一
月
七
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

南
相
馬
市
役
所

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
九
百
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
南
会
津

建
設
事
務
所
で
平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
五
二
号

南
会
津
郡
南
会
津
町
滝
原
字
龍
沢
一
七

平
成
三
〇
年
一
二
月
二
〇

一
七
番
一
地
先
か
ら

日

同

郡
同

町
滝
原
字
龍
沢
一
七

一
七
番
一
二
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

公

告

公
告
第
二
百
八
十
二
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

土
地
改
良
区
の
名
称

会
津
中
央
土
地
改
良
区

就
任
し
た
役
員

役
別

氏
名

住
所

理
事

川
島

寛

会
津
若
松
市
大
戸
町
石
村
七
八
番
地

（
農
村
計
画
課
）


